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◎復興の基本方針と海岸防災林の再生

　

６
月
25
日
に
出
さ
れ
た
復
興
構
想
会

議
の
提
言
を
受
け
て
、
政
府
内
で
検
討

さ
れ
て
い
た「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の

復
興
の
基
本
方
針
」が
７
月
29
日
に
公

表
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
林
野
庁
に
設
け
ら
れ
て
い

る
海
岸
防
災
林
の
再
生
に
関
す
る
検

討
会
の
中
間
報
告
も
と
り
ま
と
め
ら

れ
ま
し
た
。

　

基
本
方
針
は
復
興
に
向
け
た
国
の
取

組
の
全
体
像
を
示
し
た
も
の
で
、
復

興
期
間
は
10
年
間
で
当
初
の
５
年
間
が

「
集
中
復
興
期
間
」と
位
置
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、①
被
災
地
域
の
復
旧
・

復
興
や
暮
ら
し
の
再
生
、
②
被
災
地
域

と
密
接
に
関
連
す
る
地
域
で
復
旧
・
復

興
と
一
体
不
可
分
の
も
の
と
し
て
緊
急

に
実
施
す
べ
き
施
策
、
③
大
震
災
を
教

訓
に
全
国
的
に
緊
急
に
実
施
す
る
必
要

性
が
高
く
、
即
効
性
の
あ
る
防
災
、
減

災
等
の
た
め
の
施
策
に
な
り
ま
す
。

　

方
針
に
は
、
森
林
・
林
業
・
木
材
産

業
に
関
連
す
る
内
容
も
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
大
震
災
で
未
曾
有
の
被

害
を
及
ぼ
し
た
津
波
災
害
に
対
し
て
は
、

被
災
し
て
も
人
命
が
失
わ
れ
な
い
こ
と
を

最
重
視
し
て
被
害
を
最
小
化
す
る「
減
災
」

の
考
え
方
を
基
に
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の

施
策
を
組
み
合
わ
せ
て
災
害
に
強
い
地
域

づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
施
策
に
林
野
庁
が
直
接
的
に
関

わ
る
も
の
と
し
て
、「
沿
岸
部
の
復
興
に

当
た
り
防
災
林
も
活
用
」が
掲
上
。

「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針

－
主
な
林
野
庁
関
係
部
分
の
抜
粋

－

」

５　

復
興
施
策

（１）
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り

②「
減
災
」の
考
え
方
に
基
づ
く
ソ
フ
ト
・
ハ
ー

ド
の
施
策
の
総
動
員

（v）
沿
岸
部
の
復
興
に
当
た
り
防
災
林
も
活

用
す
る
。

（３）
地
域
経
済
活
動
の
再
生

④
林
業

（i）
林
業
・
木
材
産
業
の
復
興
に
当
た
っ
て

は
、
自
立
し
た
地
域
の
基
幹
産
業
と

し
て
再
生
す
る
。
森
林
施
業
の
集
約

化
や
路
網
整
備
を
進
め
持
続
可
能
な

森
林
経
営
の
確
立
を
図
る
と
と
も
に
、

被
災
し
た
製
材
・
合
板
製
造
工
場
等

の
再
生
を
は
じ
め
、
効
率
的
な
木
材

の
加
工
流
通
体
制
の
構
築
を
進
め
、

住
宅
や
公
共
建
築
物
へ
の
地
域
材
利

用
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

（ii）
木
質
系
震
災
廃
棄
物
を
活
用
し
た
先
導

的
な
モ
デ
ル
と
し
て
、
復
興
住
宅
や

公
共
建
築
物
、
漁
協
等
の
共
同
利
用

施
設
、
園
芸
施
設
等
へ
の
熱
電
供
給

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
将
来
的
に

は
、
未
利
用
間
伐
材
等
の
木
質
資
源

に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
に
移
行
す

る
こ
と
で
、
環
境
負
荷
の
少
な
い
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
を
中
心
と
し
た
持
続

可
能
な
林
業
経
営
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
供

給
体
制
を
構
築
す
る
。

　

防
災
林
の
整
備
は
、
林
野
庁
に
設
置

さ
れ
て
い
る「
東
日
本
大
震
災
に
係
る

海
岸
防
災
林
の
再
生
に
関
す
る
検
討

会
」で
再
生
方
針
が
検
討
さ
れ
、
去
る

７
月
13
日
に
中
間
報
告
が
と
り
ま
と
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

海
岸
防
災
林
は
、
今
回
の
津
波
で

２
３
４
箇
所
、
１
、２
０
５
億
円（
８
月

１
日
現
在
）も
の
被
害
を
受
け
て
お
り
、

＜岩手県陸前高田市＞

＜青森県三沢市＞

○海岸防災林全体の被災

○施設及び海岸防災林の被災

海岸防災林の一部が破壊

防潮護岸が破壊

■海岸防災林の被災例

浸水痕

浸水したものの住宅を保全

船や鋼管などを捕捉

■津波エネルギーの減衰、漂流物の捕捉効果

＜青森県八戸市＞
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そ
の
状
況
は
様
々
で
す
。
一
方
で
、
海

岸
防
災
林
の
効
果
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
海
岸
防
災
林
が
津
波
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
減
衰
さ
せ
、
そ
の
背
部
に
あ
る
住
宅

が
流
さ
れ
ず
に
残
っ
た
例
や
流
さ
れ
て

き
た
船
や
車
等
を
捕
捉
し
た
例
の
ほ

か
、
（独）
森
林
総
合
研
究
所
が
行
っ
た
青

森
県
八
戸
市
の
事
例
を
も
と
に
し
た
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
海
岸
防
災
林

が
内
陸
へ
の
津
波
の
到
達
時
間
を
遅
ら

せ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
海
岸
防
災
林
の
再
生
に
当

た
っ
て
は
、
飛
砂
や
風
害
の
防
備
な
ど

従
来
持
っ
て
い
た
機
能
に
加
え
、
津
波

に
対
す
る
被
害
の
軽
減
効
果
も
考
慮
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
再

生
方
法
は
、
被
災
し
た
箇
所
ご
と
に
、

被
災
状
況
や
地
域
の
実
情
、
さ
ら
に
は
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更に7分後

2分後

海岸防災林が存在する方が内陸への津波の到達を
遅らせたことが確認。

■到達時間の遅延効果
（（独）森林総合研究所における数値シミュレーションによる試算結果）

①原形復旧

※林帯のみの復旧あり
※必要に応じ森林造成のための盛土

②施設の改良

③林帯幅の確保

林帯幅の確保
※必要に応じ森林造成のための盛土

※必要に応じ森林造成のための盛土

農地海岸防災林
集落森林の造成（林帯幅の確保）

防潮施設

④③に加え人工盛土の造成（多機能海岸防災林）

■再生の方向性

津波エネルギー減衰効果等とともに、
以下の効果を期待

・飛砂防備、防風などの機能を確保
・憩いの場の提供、白砂青松など望ましい
景観の創出
・植栽した樹木の維持・管理など継続した
雇用創出
・無害化された再生資材など盛土材として
有効利用

無害化された再生資材など資材の有効利用

生
態
系
保
全
の
必
要
性
等
を

踏
ま
え
て
決
定
す
る
こ
と
が

肝
要
で
す
。

●
リ
ア
ス
式
海
岸
部
な
ど
林
帯
幅
の
狭

い
箇
所
や
施
設
の
み
の
被
災
箇
所

①
林
帯
を
再
生
し
つ
つ
、
従
来
ど

お
り
の
規
模
に
よ
る
施
設
の
原

型
復
旧
に
よ
り
必
要
な
機
能
を

確
保

②
林
帯
を
再
生
し
つ
つ
、
防
潮
堤

等
施
設
の
改
良
に
よ
り
必
要
な

機
能
を
確
保

●
平
野
部
な
ど
林
帯
幅
が
確
保
で
き

る
箇
所

③
林
帯
幅
の
確
保
に
よ
り
必
要
な

機
能
を
確
保

④
林
帯
幅
の
確
保
に
加
え
て
人
工

盛
土
の
造
成
に
よ
り
必
要
な
機
能

を
確
保（
多
機
能
海
岸
防
災
林
）

　

本
中
間
報
告
で
は
、
今
後
、
林
野
庁

と
関
係
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
要
望

等
を
踏
ま
え
て
被
災
箇
所
ご
と
に
復
旧

方
法
を
検
討
す
る
よ
う
提
言
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
本
報
告
が
、
今
回
被
災
し

た
海
岸
防
災
林
だ
け
で
な
く
、
全
国
の

海
岸
防
災
林
の
今
後
の
整
備
に
も
参
考

と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る

旨
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。


